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「審議会等の会議結果のお知らせ」 

 

第１回佐賀市協働指針策定市民会議の会議結果について 

 

平成２０年７月２２日に開催しました会議の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１  開催日時  平成２０年７月２２日（火） 午後７時００分から午後８時３０分 

２  開催場所  大財別館４－１、４－２会議室 

３  出席者 

 〔佐賀市協働指針策定市民会議委員〕 １２名（欠席者なし）※◎会長、○副会長 

◎上野景三、○富吉賢太郎、石田美恵子、大野博之、川副知子、小林紀、伊東史朗、 

徳永浩、西山新太郎、多良淳二、白木紀好、吉村重幸（欠席）なし 

 〔事務局〕 

市民生活部長 横尾徹 

  （市民活動推進課） 課長 西川末実、木島愼治、前田賢一郎、橋本京子 

  （総合政策課） 武富将志、松尾幸樹 

〔報道関係者〕 １名  佐賀新聞社 

４  議題 

 【事務局説明】  

・市民会議に至る経緯について 

  ・佐賀市の協働推進に関するこれまでの取り組みと現状について 

・指針策定計画案について 

 【討議】 

  ・協働指針策定市民会議とこれからの進め方について 

５  会議の公開又は非公開の別  公開 

６  非公開の理由（会議を非公開とした場合に限る。） 

７  傍聴者数（会議を公開した場合に限る。）  ０名 

８ 議事前の進行 

①横尾市民生活部長あいさつ 

 ②横尾市民生活部長による委員への委嘱状交付 

 ③横尾市民生活部長による各委員と事務局担当者の紹介 

 ④委員の互選による上野会長と富吉副会長の選出 

 

９ 発言の内容 
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〔会長〕 

○私たち委員としての役割は、予定されているスケジュールに沿って、協働指針を作り上

げることにある。 

○佐賀市における、これまでの様々な協働の取り組みは、「協働」についてある一定の合意

があったというわけではなく、それぞれの関係者の間でそれぞれの理解がされていた、と

いうのが実態であったと思う。 

○今回、佐賀市における協働を考えるときに、「こういうものを私たちは協働と呼んでいこ

うではないか」ということが、議論の中心になると考えている。 

 

 

【事務局説明】  

■市民会議に至る経緯について（別添資料 P３） 

平成１３年度から市民活動に関する事業を開始。平成１８年１２月議会からの答弁を経

て、多様な主体との協働により、平成２０年度中の策定を目指す。 

■佐賀市の協働推進に関するこれまでの取り組みと現状について（別添資料 P４・５） 

市民活動推進課では、協働ステップアップ事業やＮＰＯと行政との協働推進窓口制度な

ど、７つの取り組みを実施し、総合政策課では、平成２０年度から全庁的な運動に関する

協働推進リーダー会議を設置している。 

協働をめぐる現状と課題は次の３点と理解している。 

①協働への疑問や不安が解消されていない 

 ②協働に関わる主体同士の接点が不足している 

 ③各主体における協働推進の方針が不足している 

■指針策定計画案について（別添資料 P６～８） 

開催計画（案）として７月から１２月まで毎月１回、計６回の会議で検討を行いたい。 

また指針の骨子として、事務局の目次（案）を提示している。わかりやすい内容と表現

により、様々な人たちが具体的に理解と活用できるものを目指したい。 

 

【討議】 

■協働指針策定市民会議とこれからの進め方について 

〔会長〕 

○佐賀市が市民活動団体と協働をしようという発想が生まれてきたのは平成 11 年度、12

年度くらいからで、この間の準備段階を経て、13 年度には市民活動団体ガイドブック刊

行やいくつかの事業が始まり、平成 14年度には「市民活動プラザ」の設置が行われた。

その後、毎年いろいろな事業が行われてきた経緯があり、佐賀市の協働推進はここ 8年く

らいの間の取り組みかと思う。 
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○それまでは、各地域の自治会や婦人会などがそれぞれの地域で各種活動に取り組まれて、

公民館を中心としてボランティアグループが生まれてきた。一方ではNPOなどの活動が

あり、このような活動が平成 11 年度や 12 年度にまとまった動きとして、佐賀市の中に

登場してきた経緯がある。 

○これまでの取り組みにおいて抽出された、協働をめぐる現状と課題を解決すべく、協働

指針を策定することが目的となっているようだ。 

○今回は、このような全体イメージを共有した上で自由意見での議論をしていきたい。 

 

■佐賀市の協働をとりまく現状について 

〔委員からの質問・意見〕 

○協働指針に関する市議会の一般質問の趣旨はどのようなものだったのか。 

○「協働」に対する行政職員の認識の現状はどうか。 

○1990年代においてボランティアは大切だという意見がある一方で、ボランティアを下請

けとして使う発想が実際にあったし、市民活動におけるパートナーシップも、アウトソー

シングや民営化と同じように理解されがちであるので、「協働」の考え方を明確にするこ

とは重要だ。 

○平成１１年以降、「ボランティア」という言葉が広まりながら、実際にはどのような団体

があるか行政は把握しきれていなかった。一緒に事業をつくりあげていく相手として団体

を捉え、その位置づけを指針に盛り込むことが必要だ。 

○自治会協議会は佐賀市とはよい関係を築いてきたと思うが、佐賀県とはまだそのような

関係づくりはできていないと思う。 

○テーマ型の組織としてのＮＰＯやボランティア団体と佐賀市の自治会との連携の話題が

活発に出てくるような状況には至っていないように思い、非常にもったいないと感じてい

る。ともに市民のために活動する組織同士であるので、もっと意見を交わしていければよ

いと思う。 

○これまで地域でがんばってきた様々な団体が、少子高齢化や市町村合併を始めとする社

会環境の変化により、以前よりも求心力が低下してきており、苦労も多いと思う。 

○行政の施策として、以前は市民活動の活性化が中心で、「協働」という視点はあまり重き

を置いていなかったように思う。 

○市民活動団体は行政ときちんと向き合い、協働していく力をつける必要がある。 

○協働の現場において、学生等は立場が弱い存在になりがちなので、ＮＰＯ・行政・企業

の３者が平等な立場で協働を進めていくことが大事だと思う。 

 

〔事務局〕 

○協働推進における全国的な課題として、 

①協働が重要という共通理解はあるが、協働のあり方が具体的にわかりづらい 
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②全国的に協働が実施されているにもかかわらず、なかなか浸透していかない 

という２点があり、今後、協働を進めていくには佐賀市の協働のあり方を具体的に明示す

べきではないかとの考えから、「協働指針策定」という視点が提示されたと理解している。 

○佐賀市職員の協働に関する意識調査では、８割以上の課が協働は必要と回答しているが、

実際の進め方についてはまだ理解が不足している状況であるし、協働の相手方についても、

情報不足や接点不足などから相互の関係性の構築ができていない等の現状があると考え

ている。 

 

■協働指針の内容について 

〔委員からの質問・意見〕 

○「協働」は漠然としてわかりづらい部分があるので、指針の中で協働について具体的に

方向付けをする必要がある。指針を策定することだけで終わることなく、しっかり活用し

ていくためにも、具体的でわかりやすい内容とすることに賛成だ。 

○別添資料 P７の目次案からは、誰に向けてつくる指針か見えてこない。誰が、誰のため、

何のために作る指針なのか明確にする必要がある。 

○協働におけるＮＰＯ・行政・企業の３つのセクターの関係とそれぞれの役割を明確にし、

それぞれの取り組みのベクトルをどのように指針に盛り込むかは課題になると思う。 

○市民活動団体が、行政から一方的に協働を仕掛けられている、ものを言ってこられてい

るとしか受け止められないようでは、協働は生まれてこない。市民活動団体の自立という

視点も指針に盛り込みたい。 

○この指針でどの程度まで議論を広げるか、どの程度まで議論を深めるか、という点も確

認しておく必要がある。 

○協働に関わる３つのセクターの関係性をあらわす模式図について、今回の指針でこのよ

うな図を考えるとすれば、佐賀市において、それぞれの大きさや活動実態なども考慮の上

でどのように落とし込むか検討する必要がある。 

○「無いから作ろう」ではなく、「必要だから作ろう」という姿勢が大切だ。３つのセクタ

ーの協働が無いと私たちの市民生活が進んでいかないからこそ、協働指針が必要であると

いう視点が大事だ。 

○市民活動の渦中にいない者にとって、今行われている議論の内容がやや専門的過ぎるよ

うに感じている。市民にとって「協働」という言葉自体にまだなじみがなく、それほど浸

透していない状況においては、市民活動や協働に関して知る機会を量的に増やすことが必

要だ。高尚な理想や理念も大切だが、市民参加や協働に対する垣根を低くし、活動を広げ

ていくためには、この指針がより多くの市民の目にふれ、話題となり、定着するように、

わかりやすい内容とすることがより重要だと思う。 

○佐賀県で策定されている協働指針の内容と、佐賀県が行っている「協働化テスト」とは

方向性が違うというような話もあるので、佐賀市の指針策定では「協働」そのものの軸が
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ぶれないように議論していきたい。 

○事務局が考えている「佐賀らしさ」とはどういうことか。 

○指針における「佐賀市らしさ」を肯定するのであれば、それについての議論も必要であ

る。 

 

〔事務局〕 

○特定の誰（組織）ということではなく、これからの社会を支えていくことが求められて

いる３つのセクター（市民活動団体、企業、行政）が、「協働」の取り組みにあたって、

同じ方向性を持ち、共通の考えに立つために必要なものとしての指針を考えている。 

○全国の協働指針は理念的なものを謳ったものが多いが、当市の指針策定には佐賀市の地

域性や特色を反映すべきであると思う。NPOというセクターにも、テーマ型・地縁型を

はじめとする様々な団体が協働の相手となっていることや、地域に根ざした団体が多い

佐賀市の現状から、それらの団体との協働もしっかりと指針に盛り込んでいきたいと考

えている。 

 

■協働指針策定のスケジュールについて 

〔委員〕 

○指針に関するこれまでの意見や議論を踏まえるならば、今回の協働指針について、委員

１２名の限られたメンバーによる６回程度の議論だけで策定してよいのか、もっと時間

をかけて議論すべきという意見も出てくるのではないかと思う。一方で、事務局がしっ

かりとベースになる指針案を作ってくるのであれば、それを各団体に持ち帰って議論す

るなど、限られた時間であっても議論の効率化を図ることも可能かと考える。 

 

〔事務局〕 

○事務局としても、１２月までに６回の会議というスケジュールで十分であるとは考えて

いるわけではないが、一方でどこまで時間をかければ満足のいく議論が尽くせるのかと

いう意見も内部的にはあった。そこで、一旦、今年度中に指針という形にまとめたいと

いう意向でスケジュールを提案している。もちろん、策定後も見直しも含め、議論を図

る場も考えている。 

 

〔会長〕 

○基本的には事務局提案のスケジュールに沿って会議を進めることとしたい。ただ、議論

の固まり方や議論の量、市民への広がりや定着について、委員の大半が不十分と感じた

場合は会議の期間を延長することも考える。ただし、遅くとも平成 20年度中には指針の

策定を行いたいと思う。このような考えで委員の皆さんの了承をいただきたい。 
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〔副会長〕 

指針策定のように、この種の考え方をまとめ形を作っていく会議においては、大半の委

員会では時間が足りないという意見が出ることが多い。しかし、協働指針を策定するとい

う委員会の目的がある以上は、今年度中に形にすることを大前提としたい。そのためには、

事務局が内容検討資料をできるだけ早く委員に提示し、各委員が所属する団体等で検討し

た内容を会議の場に持ち寄ることが必要だと思う。 

 また、指針の内容は、協働についてまだなじみのない一般市民が多いので、そのような

人たちにとってもわかりやすい内容としていきながらも、理念や理想も盛り込んでいく、

そのような形の提示ができれば、「佐賀らしさ」のある指針にもなる。まずは予定の時間の

範囲で、この市民会議ができうる限りの最高の指針を策定したいと思う。   

 

１０ 今後の日程 

第２回会議は、８月２５日（月）の１９時～２０時３０分に開催する。 

 

１１ 問い合わせ先 

佐賀市  市民生活部 市民活動推進課 市民活動推進係 

担当  前田・橋本 

電話番号  0952－40－7078 

 


